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右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
延
面
積
」
を
「
延
べ
面
積
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
十
条
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
（
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

も
の
で
、
延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

４　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
消
火
器
具
の
う
ち
、
令
別
表
第
一
㈢
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で

延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
設
置
す
る
も
の
は
、
防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
当
該
防
火
対
象
物
の
各
部
分
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
一
の
消
火
器
具
に
至
る
歩
行
距
離
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
防
火
対
象
物
に
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
四
項
に
規
定
す
る
変
圧
器
、
配
電
盤
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
設
備
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
気
設
備
に
係
る
消
火
器
具
に

つ
い
て
は
、
防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
当
該
電
気
設
備
の
あ
る
場
所
の
各
部
分
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
消
火
器
具
に
至
る
歩
行
距
離
が
二
十

メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
消
火
器
具
の
能
力
単
位
の
数
値
は
、
当
該
防
火
対
象
物
の
床
面
積
を
百
五
十

平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
又
は
紙
類
等
の
数
量
を
別
表
第
七
の
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
項
に
掲
げ
る
数
量
の
五
十
倍
の
数
量
で
除
し
て
得
た

数
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
場
所
に
設
け
る
消
火
器
具
の
う
ち
、
令
別
表
第
一
㈢
項
に
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二

掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
設
置
す
る
も
の
は
、
省
令
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
同

条
第
七
項
に
規
定
す
る
数
値
に
よ
る
ほ
か
、
令
別
表
第
二
に
お
い
て
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
器
具

を
、
そ
の
能
力
単
位
の
数
値
の
合
計
数
が
、
当
該
場
所
の
床
面
積
を
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
以
上
の
数
値
と
な
る
よ
う
に
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
省
令
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
令
別
表
第
一
十
三

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
を
除
く
。
）
、
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
提
案
理
由
）

　

消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
施
行
等
を
踏
ま
え
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


